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【 請 求 項 １ 】

【 請 求 項 ２ 】

【 請 求 項 ３ 】

外 部 コ ン ピ ュ ー タ か ら 入 力 さ れ た 画 像 信 号 に 基 づ き 画 面 上 に 画 像 の 表 示 を 行 う 画 像 表 示 装
置 に お い て 、
前 記 外 部 コ ン ピ ュ ー タ か ら 位 置 情 報 を 受 信 す る イ ン タ ー フ ェ イ ス 手 段 を 備 え 、 前 記 画 像 表
示 装 置 の 表 示 画 像 の う ち 、 該 イ ン タ ー フ ェ イ ス 手 段 で 受 信 し た 位 置 情 報 が 示 す 位 置 の 画 像
の 輝 度 を 、 他 の 画 像 の 輝 度 と 異 な ら せ る こ と を 可 能 に し た こ と を 特 徴 と す る 画 像 表 示 装 置
。

外 部 コ ン ピ ュ ー タ か ら 入 力 さ れ た 画 像 信 号 に 基 づ き 画 面 上 に 画 像 の 表 示 を 行 う 画 像 表 示 装
置 に お い て 、
前 記 外 部 コ ン ピ ュ ー タ か ら 位 置 情 報 及 び 輝 度 情 報 を 受 信 す る イ ン タ ー フ ェ イ ス 手 段 を 備 え
、 前 記 画 像 表 示 装 置 の 表 示 画 像 の う ち 、 該 イ ン タ ー フ ェ イ ス 手 段 で 受 信 し た 位 置 情 報 が 示
す 位 置 の 画 像 の 輝 度 を 、 前 記 イ ン タ ー フ ェ イ ス 回 路 で 受 信 し た 輝 度 情 報 に 基 づ い て 制 御 す
る こ と に よ り 、 他 の 画 像 の 輝 度 と 異 な ら せ る こ と を 可 能 に し た こ と を 特 徴 と す る 画 像 表 示
装 置 。

第 １ 画 像 に 、 動 画 を 含 む 第 ２ 画 像 が 嵌 め 込 ま れ た 合 成 画 像 信 号 を 外 部 コ ン ピ ュ ー タ か ら 入
力 可 能 で あ り 、 該 合 成 画 像 信 号 に 基 づ き 合 成 画 像 を 表 示 可 能 な 画 像 表 示 装 置 に お い て 、
前 記 外 部 コ ン ピ ュ ー タ か ら 、 前 記 第 ２ 画 像 の 表 示 位 置 に 関 す る 位 置 情 報 を 受 信 す る イ ン タ
ー フ ェ イ ス 手 段 を 備 え 、 該 イ ン タ ー フ ェ イ ス 手 段 で 受 信 し た 位 置 情 報 に 従 っ て 、 前 記 第 ２
画 像 の 輝 度 を 前 記 第 １ 画 像 の 輝 度 よ り も 高 く す る こ と を 特 徴 と す る 画 像 表 示 装 置 。



【 請 求 項 ４ 】

【 請 求 項 ５ 】

【 請 求 項 ６ 】
前 記 第 １ 画 像 は テ キ ス ト 画 像 で あ り 、 前 記 第 ２ 画 像 は テ レ ビ 画 像 で あ る こ と を 特 徴 と す る
請 求 項 １ に 記 載 の 画 像 表 示 装 置 。
【 請 求 項 ７ 】
前 記 Ｏ Ｓ Ｄ 信 号 発 生 手 段 は 、 前 記 第 ２ 画 像 の 近 傍 に Ｏ Ｓ Ｄ 画 像 を 表 示 す る こ と を 特 徴 と す
る 請 求 項 １ に 記 載 の 画 像 表 示 装 置 。
【 請 求 項 ８ 】
前 記 第 ２ 画 像 近 傍 に 表 示 さ れ る Ｏ Ｓ Ｄ 画 像 は 、 前 記 第 ２ 画 像 の 輝 度 を 設 定 す る た め の 画 像
で あ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ４ に 記 載 の 画 像 表 示 装 置 。
【 請 求 項 ９ 】
外 部 コ ン ピ ュ ー タ か ら 入 力 さ れ た 画 像 信 号 に Ｏ Ｓ Ｄ 信 号 を 重 ね 合 わ せ て 表 示 す る 際 の 、 該
Ｏ Ｓ Ｄ 信 号 の 表 示 位 置 を 指 定 す る た め の タ イ ミ ン グ 信 号 を 出 力 す る Ｏ Ｓ Ｄ 信 号 発 生 手 段 を
備 え た 画 像 表 示 装 置 に お い て 、
前 記 外 部 コ ン ピ ュ ー タ か ら の 画 像 信 号 と し て 、 テ キ ス ト 画 像 に テ レ ビ 画 像 が 嵌 め 込 ま れ た
合 成 画 像 信 号 を 入 力 す る 場 合 に 、 前 記 外 部 コ ン ピ ュ ー タ か ら 該 テ レ ビ 画 像 の 嵌 め 込 み 位 置
情 報 を 受 信 す る イ ン タ ー フ ェ イ ス 手 段 と 、 信 号 処 理 手 段 と を 備 え 、
前 記 Ｏ Ｓ Ｄ 信 号 発 生 手 段 は 、 前 記 イ ン タ ー フ ェ イ ス 手 段 に よ り 受 信 し た 前 記 位 置 情 報 に 基
づ い て 、 前 記 テ レ ビ 画 像 の 表 示 位 置 を 指 定 す る た め の タ イ ミ ン グ 信 号 を 生 成 し 、 前 記 信 号
処 理 手 段 は 、 該 Ｏ Ｓ Ｄ 信 号 発 生 手 段 か ら の タ イ ミ ン グ 信 号 に 従 っ て 、 前 記 テ レ ビ 画 像 の 輝
度 を 前 記 テ キ ス ト 画 像 の 輝 度 よ り も 高 く す る よ う に 前 記 合 成 画 像 信 号 を 処 理 す る こ と を 特
徴 と す る 画 像 表 示 装 置 。
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外 部 コ ン ピ ュ ー タ か ら 入 力 さ れ た 画 像 信 号 に Ｏ Ｓ Ｄ 信 号 を 重 ね 合 わ せ て 表 示 す る 際 の 、 該
Ｏ Ｓ Ｄ 信 号 の 表 示 位 置 を 指 定 す る た め の タ イ ミ ン グ 信 号 を 出 力 す る Ｏ Ｓ Ｄ 信 号 発 生 手 段 を
備 え た 画 像 表 示 装 置 に お い て 、
前 記 外 部 コ ン ピ ュ ー タ か ら の 画 像 信 号 と し て 、 第 １ 画 像 に 第 ２ 画 像 が 嵌 め 込 ま れ た 合 成 画
像 信 号 を 入 力 す る 場 合 に 、 前 記 外 部 コ ン ピ ュ ー タ か ら 該 第 ２ 画 像 の 嵌 め 込 み 位 置 情 報 を 受
信 す る イ ン タ ー フ ェ イ ス 手 段 と 、 信 号 処 理 手 段 と を 備 え 、
前 記 Ｏ Ｓ Ｄ 信 号 発 生 手 段 は 、 前 記 イ ン タ ー フ ェ イ ス 手 段 に よ り 受 信 し た 前 記 位 置 情 報 に 基
づ い て 、 前 記 第 ２ 画 像 の 表 示 位 置 を 指 定 す る た め の タ イ ミ ン グ 信 号 を 生 成 し 、 前 記 信 号 処
理 手 段 は 、 該 Ｏ Ｓ Ｄ 信 号 発 生 手 段 か ら の タ イ ミ ン グ 信 号 に 従 っ て 、 前 記 第 ２ 画 像 の 輝 度 を
前 記 第 １ 画 像 の 輝 度 と は 異 な ら せ る よ う に 前 記 合 成 画 像 信 号 を 処 理 す る こ と を 特 徴 と す る
画 像 表 示 装 置 。

前 記 イ ン タ ー フ ェ イ ス 手 段 は 、 前 記 外 部 コ ン ピ ュ ー タ か ら 前 記 位 置 情 報 と と も に 輝 度 情 報
を 受 信 し 、 前 記 信 号 処 理 手 段 は 、 該 イ ン タ ー フ ェ イ ス 手 段 が 受 信 し た 輝 度 情 報 を 用 い て 、
前 記 第 ２ 画 像 の 輝 度 を 前 記 第 １ 画 像 の 輝 度 と は 異 な ら せ る よ う に 前 記 合 成 画 像 信 号 を 処 理
す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ に 記 載 の 画 像 表 示 装 置 。
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